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対前年同期増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに減収
売上高は、332兆903億円で、対前年同期増加率（以下、「増加率」
という）は△4.5％となりました。
業種別にみると、製造業は△5.4％、非製造業は△4.1％となり
ました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　
製造業は増益、非製造業は減益
経常利益は、18兆4,505億円で、増加率は△0.7％となりました。
業種別にみると、製造業は21.9％、非製造業は△11.2％とな
りました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに減少
設備投資額は、11兆761億円で、増加率は△4.8％となりました。
業種別にみると、製造業は△8.5％、非製造業は△2.6％となり
ました。
なお、ソフトウェア投資額を除いた設備投資額は9兆8,424億
円で、増加率は△6.1％となりました。

―令和２年10～12月期調査　

回答法人数 22,425社 （18,697社）
回 答 率 　 70.1％     （69.9％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、
企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査してい
るものです。
以下は、令和3年3月2日に発表した令和２年10～ 12月期の調査結果の概要です。

　「法人企業統計調査」は、統計法に基づく基幹統計に指定されており、調査の対象となった
法人様には調査票を提出する義務がございますので、必ず提出期限までに財務省（財務局・
財務事務所）への提出をお願いします。
　なお、次回令和３年１～３月期の調査票の提出期限は令和３年５月10日、結果の公表は
令和３年６月１日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業
経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業
設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 元.10-12 2.1-3 4-6 7-9 10-12

（注）設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。

（実　額）
3,320,903
954,256
2,366,647
（実　額）
184,505
71,837
112,668
（実　額）
110,761
(98,424)
38,700
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72,060
(63,814)
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0.1
（△1.4）
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（△5.0）
△9.0

（△10.1）
△0.1

（△1.7）

△4.5
△5.4
△4.1

△0.7
21.9

△11.2

△4.8
(△6.1)
△8.5
(△10.7)
△2.6
(△3.4)

株
式
報
酬
関
連
の
改
正
法
人
税
法
施

行
令・施
行
規
則
等
、公
布
─
財
務
省

税
　
　
務

去
る
２
月
25
日
、
政
令
39
号
「
法

人
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
」お
よ
び
財
務
省
令
４
号「
法

人
税
法
施
行
規
則
及
び
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。

令
和
２
年
度
税
制
改
正
で
行
わ
れ

た
、
令
和
元
年
会
社
法
改
正
に
伴
う

株
式
報
酬
関
連
の
改
正
等
に
係
る
所

要
の
改
正
が
行
わ
れ
た
も
の
。

主
な
改
正
事
項
は
次
の
と
お
り
。

株
式
報
酬
に
係
る
取
扱
い

⑴　
株
式
の
交
付
法
人
等
に
お
け
る

計
算
規
定

払
込
み
ま
た
は
給
付
を
要
し
な
い

で
役
務
提
供
の
対
価
と
し
て
自
己
の

株
式
を
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

次
の
額
の
計
算
の
細
目
を
定
め
た

（
法
令
８
、
71
の
３
、
111
の
２
、
123

の
10 

関
係
）。

・
増
加
す
る
資
本
金
等
の
額

・
確
定
数
給
与
に
係
る
費
用
の
額

・
特
定
譲
渡
制
限
付
株
式
に
係
る
役

務
提
供
費
用
の
額

・
資
産
調
整
勘
定
ま
た
は
差
額
負
債

調
整
勘
定
の
金
額

ま
た
、
承
継
譲
渡
制
限
付
株
式
が

交
付
さ
れ
る
分
割
型
分
割
が
行
わ
れ

た
と
き
の
特
定
譲
渡
制
限
付
株
式
に

係
る
役
務
提
供
費
用
の
額
、
お
よ
び

非
適
格
合
併
等
が
分
割
型
分
割
に
該

当
す
る
と
き
の
資
産
調
整
勘
定
ま
た

は
差
額
負
債
調
整
勘
定
の
金
額
の
計

算
の
細
目
を
定
め
た（
法
規
25
の
９
、

27
の
16 
関
係
）。

⑵　
過
大
役
員
給
与
の
判
定
に
お
け

る
形
式
基
準

法
人
の
支
給
す
る
役
員
給
与
に
お

け
る
過
大
な
役
員
給
与
の
う
ち
形
式

基
準
に
つ
い
て
、
定
款
等
に
よ
り
役

員
に
対
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
金
銭
等
に
つ
き
、
そ
の
法
人
の
株

式
ま
た
は
新
株
予
約
権
の
数
の
上
限

を
定
め
て
い
る
法
人
の
そ
の
株
式
ま

た
は
新
株
予
約
権
に
係
る
限
度
額

を
、
そ
の
定
め
ら
れ
た
上
限
お
よ
び

そ
の
支
給
時
等
に
お
け
る
価
額
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
金
額
と
す
る
（
法
令

70
関
係
）。

株
式
報
酬
の
交
付
に
伴
う

「
株
式
引
受
権
」
の
取
扱
い

⑴　
み
な
し
配
当
の
計
算
に
係
る
資

本
金
等
の
計
算

適
格
分
割
型
分
割
に
該
当
し
な
い

分
割
型
分
割
に
よ
り
金
銭
等
の
交
付

を
受
け
た
場
合
の
配
当
等
の
額
と
み

な
す
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
所

有
株
式
に
対
応
す
る
資
本
金
等
の
額

等
の
計
算
に
お
け
る
分
割
法
人
の
前

期
期
末
時
の
負
債
に
、「
株
式
引
受

権
」
に
係
る
義
務
を
含
め
る
等
の
見

直
し
が
行
わ
れ
た
（
法
令
23
、
69
、

113
、
123
、
123
の
９
関
係
）。

⑵　
産
業
競
争
力
強
化
法
に
お
け
る

株
式
対
価
Ｍ
＆
Ａ
を
行
っ
た
場
合

の
譲
渡
株
式
等
の
取
得
価
額
の
計

算特
別
事
業
再
編
を
行
う
法
人
の
株

式
を
対
価
と
す
る
株
式
等
の
譲
渡
に

係
る
所
得
の
計
算
の
特
例
に
お
け
る

特
別
事
業
再
編
に
よ
り
取
得
し
た
譲

渡
株
式
等
の
取
得
価
額
の
計
算
等
に

お
け
る
負
債
に
、「
株
式
引
受
権
」

に
係
る
義
務
を
含
め
た
（
措
令
39
の

10
の
３
、
39
の
110
、
所
令
61
、
法
人

税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
令
和
２
年
政
令
207
号
）
に
よ

る
改
正
後
の
法
令
119
の
３
、
措
規
22

の
９
の
３
、
22
の
73
の
２
関
係
）。

施
行
期
日

改
正
会
社
法
の
施
行
の
日
（
令
和

３
年
３
月
１
日
）か
ら
施
行
さ
れ
る
。
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法
人
に
関
わ
る「
人
」

経
理
に〝
効
く
〟

法
律
雑
学

白
川　

敬
裕

「
法
律
用
語
は
外
国
語
だ
と
思
っ
て

く
だ
さ
い
」。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
、
こ
の

よ
う
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
、
よ
く
あ

り
ま
す
。
法
律
用
語
は
抽
象
的
な
概

念
で
す
か
ら
、
日
常
に
な
い
言
葉
が
頻

出
し
ま
す
し
、
日
常
と
は
違
う
意
味
で

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

た
と
え
ば
、「
社
員
」。
日
常
用
語

で
は
、「
会
社
の
従
業
員
」
と
い
う
意

味
で
す
が
、
法
律
用
語
で
は
、「
法
人

の
構
成
員
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す

（
会
580
な
ど
）。

株
式
会
社
の
所
有
者
は
「
株
主
」
で

す
か
ら
、
法
律
上
、
株
式
会
社
の
「
社

員
（
＝
構
成
員
）」
は
、
株
主
の
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

会
社
と
い
う
「
法
人
」
に
は
目
に
み
え

る
実
体
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
実
体
の

あ
る
「
人
」
が
構
成
員
と
な
っ
た
り
、
仕

事
を
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

会
社
に
関
わ
る
「
人
」
を
表
す
法
律

用
語
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
会
社
の
「
従

業
員
」
も
、
法
律
上
、
複
数
の
呼
び

名
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
労
働
法
の

用
語
で
あ
る
「
労
働
者
」。
こ
れ
は
わ

か
り
や
す
い
。

会
社
法
の
用
語
で
あ
る
「
使
用
人
」

も
、
従
業
員
の
意
味
に
な
り
ま
す
（
会

10
な
ど
）。「
使
用
人
兼
務
役
員
」
と
い

う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。「
使
用
人
兼
務
役
員
」
に

該
当
す
れ
ば
、
役
員
で
あ
り
な
が
ら
、

使
用
人
と
し
て
の
賞
与
支
給
が
可
能
と

な
り
ま
す
（
つ
ま
り
、
損
金
に
計
上
で

き
ま
す
）。

「
使
用
人
」
と
紛
ら
わ
し
い
法
律
用

語
が
、「
使
用
者
」
で
す
。「
使
用
者
」

と
は
、「
あ
る
事
業
の
た
め
に
従
業
員

を
使
用
す
る
者
」。会
社
の
場
合
は
、「
会

社
自
体
」
や
「
経
営
者
」
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
会
社
の
従
業
員
が
仕
事

中
に
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
被
害
者
に

怪
我
を
さ
せ
た
場
合
、「
使
用
者
」
で
あ

る
会
社
も
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償

責
任
を
負
い
ま
す
（
民
715
）。
弁
護
士
に

と
っ
て
は
、
こ
の
「
使
用
者
責
任
」
の
ほ

う
が
な
じ
み
深
い
た
め
、「
使
用
人
」
と

い
う
言
葉
を
聞
い
て
、「
使
用
者
」
と
混

同
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
…
。

著
名
な
マ
ン
ガ
﹃
課
長　

島
耕
作
﹄

（
弘
兼
憲
史
、
講
談
社
）
の
主
人
公
は
、

シ
リ
ー
ズ
作
品
の
な
か
で
取
締
役
に
出

世
し
ま
す
が
、「
役
員
（
取
締
役
な
ど
）」

と
「
使
用
人
（
課
長
な
ど
）」
と
で
は
、

会
社
と
の
法
律
関
係
が
根
本
的
に
異

な
り
ま
す
。
取
締
役
な
ど
の
「
役
員
」

と
会
社
と
の
関
係
は
、「
委
任
契
約
」。

「
委
任
契
約
」
は
、
い
つ
で
も
解
除
で

き
る
の
が
原
則
で
す
（
民
法
651
①
）。

取
締
役
も
、
株
主
総
会
の
決
議
が
あ

れ
ば
、
い
つ
で
も
解
任
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
（
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
の
な
い

解
任
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
は
、
会
社

に
対
し
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
会
339
②
）。

こ
れ
に
対
し
、
課
長
な
ど
の
「
従
業

員
」
と
会
社
と
の
関
係
は
、「
労
働
契

約
」。
労
働
者
で
あ
る
従
業
員
を
簡
単

に
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
（
労

働
契
約
法
16
）。

株
式
会
社
に
お
い
て
、「
株
主
」と「
役

員
」
の
関
係
性
は
特
に
重
要
で
す
。
株

式
会
社
の
本
質
的
な
特
徴
は
、「
所
有

と
経
営
が
分
離
し
て
い
る
」
こ
と
に
あ

る
か
ら
で
す
。

法
人
は「
株
主
」に
な
れ
る
の
で
す
が
、

「
取
締
役
」
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
（
会
331
）。
外
国
に
は
、
法
人
に
取
締

役
資
格
を
認
め
る
例
が
少
な
く
な
く
、

わ
が
国
で
も
、
法
人
に
取
締
役
資
格
を

認
め
る
べ
き
と
の
要
望
が
あ
る
そ
う
で
す

（
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法　

第
7

版
』（
有
斐
閣
、２
０
１
７
年
）３
８
５
頁
）。

も
と
も
と
実
体
の
な
い
「
法
人
」
が

「
株
主
」
に
も
「
取
締
役
」
に
も
な
れ

る
と
す
れ
ば
、
最
終
的
に
、
会
社
に

関
わ
る
「
人
」
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
？　
「
人
」
の
果
た
す

べ
き
役
割
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
す
。

改
正
リ
ー
ス
基
準
の
単
体
財
務
諸
表
へ

の
適
用
に
お
け
る
論
点
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
５
２
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。
主
な
審
議

事
項
は
次
の
と
お
り
。

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
へ
の
対
応

前
回
の
親
委
員
会
（
本
誌
２
０
２
１

年
３
月
１
日
号
（
№
１
６
０
４
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
お
よ
び
第

71
回
専
門
委
員
会
（
同
３
月
10
日
号

（
№
１
６
０
５
）
同
欄
参
照
）
に
引

き
続
き
、
実
務
対
応
報
告
「
グ
ル
ー

プ
通
算
制
度
を
適
用
す
る
場
合
の
会

計
処
理
・
開
示
に
関
す
る
取
扱
い
」

の
公
開
草
案
に
お
け
る
文
案
が
示
さ

れ
、
議
論
さ
れ
た
。

な
お
、「
投
資
簿
価
修
正
」
や
「
適

用
時
期
（
経
過
措
置
）」
等
４
つ
の
論

点
は
、
事
務
局
で
検
討
中
の
た
め
、
今

回
の
文
案
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
今
回
は
新
た
に
税
効
果
適

用
指
針
や
実
務
対
応
報
告
７
号
の
設

例
を
基
礎
に
し
た
、
次
の
設
例
が
示

さ
れ
た
。

［
設
例
１
］
一
時
差
異
等
加
減
算
前
通

算
前
所
得
の
算
定
方
法

［
設
例
２
］
将
来
減
算
一
時
差
異
に
係

る
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

［
設
例
３
］
税
務
上
の
繰
越
欠
損
金
に

係
る
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能

性
［
設
例
４
］
繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延

税
金
負
債
の
計
算
に
用
い
る
税
率

委
員
か
ら
、「
設
例
３
は
、
特
定

繰
越
欠
損
金
以
外
の
繰
越
欠
損
金
が

す
べ
て
回
収
で
き
る
ケ
ー
ス
だ
が
、

回
収
で
き
な
い
ケ
ー
ス
の
設
例
も
あ

れ
ば
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
」
と
い

う
意
見
が
あ
り
、
事
務
局
か
ら
「
検

討
す
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

次
回
以
降
、
積
み
残
し
の
論
点
に

つ
い
て
も
審
議
し
て
い
く
方
向
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改
正

前
回
の
第
97
回
専
門
委
員
会
（
本

誌
２
０
２
１
年
２
月
20
日
号
（
№

１
６
０
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
改
正
リ
ー
ス
会

計
基
準
の
単
体
財
務
諸
表
に
お
け
る

適
用
に
つ
い
て
、審
議
が
行
わ
れ
た
。

単
体
財
務
諸
表
（
単
体
）
の
取
扱

い
に
関
す
る
次
の
論
点
に
つ
い
て
、

事
務
局
よ
り
分
析
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
国
際
的
な
比
較
可
能
性

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
単
体
と
連

結
財
務
諸
表
（
連
結
）
で
同
一
の
会

計
処
理
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。

一
方
、
米
国
で
は
、
歴
史
的
に
、
一



経理情報●2021.3.20（No.1606） 6

金
　
　
融

コ
ン
テ
ナ
運
賃
高
騰
も
物
価
上
昇
要
因
に

般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計

基
準
に
従
っ
た
財
務
諸
表
と
し
て
は

連
結
の
み
が
対
象
で
あ
り
、
欧
州
各

国
で
は
、
連
結
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
強
制

適
用
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
大
半
の

国
で
は
、
連
結
と
単
体
を
分
離
す
る

こ
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
結
と
単
体
の
関

係
は
、
各
々
の
国
に
お
け
る
法
制
度

の
歴
史
的
な
経
緯
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
欧
米
の
例
を
そ
の
ま
ま
参
考

に
は
で
き
な
い
。　

⑵　
関
連
諸
法
規
等
と
の
利
害
調
整

法
人
税
法
や
分
配
規
制
、
法
人
企

業
統
計
に
つ
い
て
は
、
会
計
処
理
と

は
別
個
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
、
会
計
基
準
を
開
発
す

る
う
え
で
考
慮
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
自
己
資
本
比
率
規
制
等
に

つ
い
て
は
、
連
結
で
も
起
こ
り
得
る

も
の
で
、
単
体
固
有
の
論
点
と
し
て

検
討
す
べ
き
内
容
で
は
な
い
。

民
法
（
賃
貸
借
）
等
に
つ
い
て
は
、

リ
ー
ス
に
関
す
る
過
去
の
判
例
や
賃

貸
借
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
に
関

し
て
今
後
分
析
を
行
う
。

⑶　
中
小
規
模
の
企
業
に
お
け
る
適

用
上
の
コ
ス
ト

現
在
開
発
中
の
会
計
基
準
に
お
い

て
は
、
簡
素
で
利
便
性
が
高
い
と
す

る
こ
と
を
開
発
の
基
本
的
な
方
針
と

し
て
お
り
、
ま
た
、
今
後
、
重
要
性

に
関
す
る
事
項
を
議
論
す
る
予
定
で

あ
り
、
一
定
程
度
の
コ
ス
ト
の
削
減

が
図
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑷　
複
数
の
会
計
基
準
を
設
け
る
こ

と
の
是
非

今
回
の
改
正
範
囲
が
リ
ー
ス
の
借

手
で
あ
る
た
め
、
連
結
と
単
体
に
異

な
る
基
準
を
適
用
す
る
場
合
、
借
手

の
会
計
基
準
が
２
種
類
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
会
計
基
準
を
改
正
す

る
際
等
、
会
計
基
準
を
維
持
す
る
コ

ス
ト
が
増
大
す
る
等
の
問
題
が
あ
る
。

＊　

委
員
か
ら
は
、「
収
益
認
識
な
ど

他
の
基
準
で
は
、
個
別
の
注
記
の
省

略
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
個
別
の

注
記
が
ほ
ぼ
な
い
状
況
で
あ
る
が
、

財
務
諸
表
利
用
者
の
理
解
の
た
め
に

注
記
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
な
か
、

懸
念
が
あ
る
」
な
ど
、
リ
ー
ス
固
有

と
い
う
よ
り
連
単
の
制
度
自
体
に
関

す
る
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
委
員
か
ら
の
「
⑷
に
つ
い

て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
会
社
は
す
で
に

連
結
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
、
単
体
は
日
本
基

準
と
異
な
る
基
準
で
実
務
が
進
ん
で

い
る
。
分
析
の
必
要
が
あ
る
の
か
」

と
の
意
見
に
、
事
務
局
は
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
と
日
本
基
準
の
連
単
と
、
日
本
基

準
の
な
か
で
異
な
る
連
単
で
は
、
性

質
が
異
な
る
。
同
じ
日
本
基
準
の
な

か
で
連
単
で
考
え
方
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
を
、
外
部
の
関
係
者
に
納
得

し
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
回
答
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
拡
大
が
、
流
通
コ
ス

ト
の
増
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

各
国
で
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
等
の
影
響

で
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
流
れ
が
滞
り
、

中
国
な
ど
ア
ジ
ア
か
ら
の
輸
出
の
際

に
使
用
さ
れ
る
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
供

給
不
足
が
生
じ
、
運
賃
の
高
騰
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

公
益
財
団
法
人
日
本
海
事
セ
ン

タ
ー
に
よ
る
と
、
２
０
２
１
年
１
月

の
コ
ン
テ
ナ
運
賃
の
対
前
年
比
上
昇

率
は
、
上
海
積
み
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム

向
け
と
横
浜
積
み
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
向

け
の
高
さ
が
目
立
ち
、
20
フ
ィ
ー
ト

コ
ン
テ
ナ
と
40
フ
ィ
ー
ト
コ
ン
テ
ナ

が
、
各
々
約
２
５
０
％
、
２
８
０
％

の
価
格
上
昇
、す
な
わ
ち
前
年
比
３
・

５
～
３
・
８
倍
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
２
つ
の
航
路
に
関
し
て
は
、

運
賃
は
昨
年
１
年
間
を
通
し
て
上
昇

傾
向
に
あ
っ
た
も
の
の
、
急
激
な
上

昇
が
み
ら
れ
た
の
は
昨
年
12
月
か
ら

だ
。
さ
ら
に
北
米
航
路
や
欧
州
積
み

ア
ジ
ア
向
け
に
関
し
て
は
、
上
昇
は

経理用語の豆知識
ソフトウェアの減価償却の方法

市場販売目的のソフトウェアの減価償却にあたっては、
販売開始時の販売企画書等によりソフトウェアの総販売
数量を見積り、当該見込販売数量に基づき減価償却を行
うことになる。販売開始時の見積りはその後さまざまな要
因による影響を受け変動すると予想され、見込販売数量
の見直しの結果、見込販売数量を変更した場合には、変更
後の見込販売数量に基づき当期および将来の期間の損益
で認識することになる。

自社利用のソフトウェアについては、各企業がその利
用の実態に応じて最も合理的と考えられる減価償却の方
法を採用すべきであるが、市場販売目的のソフトウェアに
比し収益との直接的な対応関係が希薄な場合が多く、物
理的な劣化を伴わない無形固定資産の償却であることか
ら、一般的には定額法による償却が合理的であると考えら
れる。利用可能期間を基礎として償却を行う場合の耐用
年数は、近時の技術革新の状況等に配慮し、原則５年以内
の年数とすることとされている。

リモート棚卸立会

棚卸立会は、企業が実地棚卸を行う現場に監査人が赴
き、実地棚卸の実施状況を確かめるとともに棚卸資産の
実在性を確かめることを意図しているものと考えられる
が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響等、
被監査会社からの実地棚卸の立会の取りやめの要請や棚
卸資産の所在国の政府による入国制限措置等のさまざま
な理由により、実地棚卸を行うことが実務的に不可能な
例外的な場合が想定される。

このような場合、監査人は、遠隔地から実地棚卸に立
ち会うため、リモート棚卸立会の実施を検討することがあ
る。近時の撮影技術および画像処理技術ならびに画像情
報の送信技術を活用して、実地棚卸の実況および必要な
情報を送受信することにより、遠隔地から実地棚卸の立会
を実施できることがある。監査人は、デジタル化に伴う監
査リスクが生じることを勘案し、リスクを許容可能な低い
水準に抑えることができるかどうか検討する。
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証
　
　
券

米
景
気
と
イ
ン
フ
レ
、金
利
、Ｆ
Ｒ
Ｂ

は
ど
う
裁
く
か

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2021年
２月22日

監査・保証実務委員会研究報告34
号「建設業及び受注制作のソフト
ウェア業における収益の認識に関
する監査上の留意事項」

JICPA

2021年４月１日からの収益認識基準の適用に伴って工事契約会計基
準・同適用指針、ソフトウェア取引の取扱いが廃止されることを踏ま
え、リスク評価手続やリスク対応手続などを取りまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210222ebh.html

―

2021年
２月26日

改正会社法及び改正法務省令に対
する監査役等の実務対応

日本監査役
協会

改正会社法および改正法務省令を踏まえ、６月に開催される株主総会
への対応を中心に、株主総会資料の電子提供、取締役報酬等に係る規律
などに関して、監査役等が確認すべき実務留意点を取りまとめたもの。
http://www.kansa.or.jp/support/el001_210226a.pdf

―

2021年 
２月26日

監査上の主要な検討事項（KAM）
及びコロナ禍における実務の変化
等を踏まえた監査役等の監査報告
の記載について

日本監査役
協会

「監査上の主要な検討事項（KAM）」、「コロナ禍を契機とする監査の方法
の変更」、「自署押印」について、監査報告のひな型の記載で追記・修正
等の対応を検討する際のポイントを取りまとめたもの。
http://www.kansa.or.jp/support/el001_210226b.pdf

―

2021年
２月26日

監査基準委員会報告書315「企業
及び企業環境の理解を通じた重要
な虚偽表示リスクの識別と評価」
等の改正（公開草案）

JICPA

2020年11月の監査基準の改訂を踏まえ、財務諸表監査における重要
な虚偽表示リスクの識別と評価に関して、所要の整備を図ったもの。コ
メント期限は３月26日。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210226ghb.html

―

2021年
３月２日

新型コロナウイルス感染症に関連
する監査上の留意事項（その７） JICPA

第451回企業会計基準委員会の議事概要の公表を踏まえ、会計上の見
積りを行ううえでの考え方の周知、経営者・監査役等との適時かつ適
切なコミュニケーションの実施を求めるもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210302ejr.html

―

み
ら
れ
る
が
、
１
月
時
点
で
ア
ジ
ア

積
み
欧
州
向
け
の
よ
う
に
極
端
な
上

昇
率
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、

当
面
コ
ン
テ
ナ
不
足
が
解
消
す
る
目

途
が
立
っ
て
い
な
い
た
め
、
運
賃
の

上
昇
が
全
航
路
に
拡
大
・
持
続
す
る

可
能
性
が
高
く
、
今
後
、
世
界
的
な

物
価
上
昇
に
供
給
サ
イ
ド
の
コ
ス
ト

ア
ッ
プ
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
こ

と
を
懸
念
す
る
声
も
あ
る
。

現
在
、
市
場
で
は
期
待
イ
ン
フ
レ

率
の
上
昇
が
株
価
や
金
利
に
影
響
し

て
い
る
問
題
は
あ
る
が
、
現
時
点
で

の
物
価
上
昇
率
は
世
界
的
に
は
ま
だ

落
ち
着
い
た
状
況
で
あ
る
。
日
本
で

は
マ
イ
ナ
ス
圏
、
ア
メ
リ
カ
は
昨
年

夏
以
降
、
ほ
ぼ
１
％
台
半
ば
で
横
ば

い
、
ユ
ー
ロ
圏
が
マ
イ
ナ
ス
圏
か
ら

２
月
に
は
急
上
昇
し
て
プ
ラ
ス
０
・

９
％
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
。

し
か
し
、
世
界
的
に
マ
ネ
ー
サ
プ

ラ
イ
が
急
増
し
、
米
バ
イ
デ
ン
政
権

の
１
・
９
兆
ド
ル
規
模
の
財
政
支
出

に
象
徴
さ
れ
る
財
政
拡
張
政
策
の
広

が
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束
後
に
予
想
さ

れ
る
需
要
の
復
活
な
ど
、
需
要
サ
イ

ド
か
ら
物
価
上
昇
要
因
が
並
ぶ
な
か

に
、
コ
ン
テ
ナ
運
賃
の
上
昇
と
い
う

流
通
コ
ス
ト
の
上
昇
が
加
わ
る
の

は
、
将
来
の
イ
ン
フ
レ
懸
念
を
供
給

サ
イ
ド
か
ら
も
強
め
る
こ
と
に
な
る

と
の
見
方
も
あ
る
。

日
経
平
均
が
３
万
円
台
に
乗
っ

て
、
10
日
余
り
の
２
月
26
日
、
東
京

市
場
が
先
頭
に
立
っ
て
世
界
同
時
株

安
を
発
生
さ
せ
た
。
前
日
か
ら
の
下

落
率
は
３
・
９
％
、
下
落
幅
は
１
、

０
０
０
円
超
と
大
幅
な
下
げ
と
な
っ

た
。
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
は
同
様
に
１
・
５
％
、

４
６
９
ド
ル
の
下
落
と
な
っ
た
。

下
げ
の
理
由
と
し
て
は
、
先
頭
の

東
京
市
場
は
株
価
の
達
成
感
と
高
値

へ
の
恐
怖
感
が
入
り
混
じ
っ
た
よ
う

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｙ
市
場
の

下
げ
は
長
期
金
利
の
上
昇
懸
念
に
よ

る
も
の
で
、
理
由
は
明
快
と
の
声
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
株
式
市
場
は
金
利

上
昇
→
物
価
上
昇
→
景
気
回
復
、
と

い
う
経
済
の
循
環
が
働
き
始
め
る
こ

と
を
警
戒
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。米

金
利
の
上
昇
は
、
か
ね
て
か
ら

株
価
に
係
る
リ
ス
ク
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
き
た
。
特
に
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

不
況
へ
の
対
策
と
し
て
、
巨
額
の
財

政
支
出
（
＝
国
債
発
行
）
が
増
加
し
、

マ
ネ
ー
過
剰
、
イ
ン
フ
レ
再
燃
か
ら

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
政
策
変
更
（
利
上
げ
、
金

融
引
締
め
）
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
は
、

金
利
に
敏
感
な
ウ
ォ
ー
ル
街
が
嫌
う

と
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

米
景
気
の
回
復
を
図
る
こ
と
は
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
責
任
で
あ
り
、
株
式
市
場

も
熱
望
し
て
い
る
。
他
方
、
需
要
が

強
過
ぎ
て
、
回
復
が
早
過
ぎ
る
の
も

問
題
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
圧
力
が
強

ま
り
、
長
期
金
利
の
上
昇
予
想
が
強

ま
る
か
ら
で
あ
る
。
金
融
政
策
を
司

る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
雇
用
に
も
責
任
あ
る
立

場
か
ら
、
長
期
金
利
が
上
が
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
自
ら
の
裁
量
領
域
で

あ
る
政
策
金
利
を
簡
単
に
上
げ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
今
後
長
期
金
利
の
上
昇

が
加
速
す
る
よ
う
な
状
況
が
訪
れ
た

場
合
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
国
債
購
入
の
増
加

な
ど
で
、
そ
れ
を
鎮
静
化
で
き
る
か

ど
う
か
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
手
綱
裁
き
い
か

ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２
月
末
の
同
時
株
安
の
際
に
は
、

パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
が
金
融
緩
和

政
策
に
変
わ
り
は
な
い
と
発
言
し
た

こ
と
か
ら
、
株
式
市
場
に
も
安
心
感

が
生
ま
れ
、
週
明
け
に
は
株
価
は
か

な
り
の
リ
バ
ウ
ン
ド
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
今
後
も
こ
う
し
た
展
開
が
期

待
で
き
る
保
証
は
な
い
た
め
、
引
き

続
き
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

み
ら
れ
る
。


